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■時 
日
時
　
■場 
会
場
　
■内 
内
容
　
■対 
対
象
　
■定 
定
員
　
■費 
参
加
費
　
■申 
申
し
込
み
　
■問 
問
い
合
わ
せ
　
■ＨＰ 
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
■メール 
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
　
■他 
そ
の
ほ
か
　
■携 
携
帯
電
話

凡
例

※
詳
し
く
は
左
記
ま
で
。

■問 
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

（
〒
2
7
0
―
1
3
9
6
印
西
市
大

森
2
3
6
4
―
2
・
緯
内
線
2
8

8
・
2
8
9
）。

国
民
健
康
保
険
人
間
ド
ッ
ク
・

脳
ド
ッ
ク
検
査
助
成
の
申
請

　
国
民
健
康
保
険
に
1
年
以
上
加
入

し
て
い
る
　
歳
以
上
で
、
左
記
の
要

40

件
を
満
た
し
て
い
る
人
は
、
事
前
申

請
す
る
こ
と
で
検
査
費
用
の
2
分
の

1
の
額
が
助
成
さ
れ
ま
す
。

（
要
件
）

臼
国
民
健
康
保
険
税
を
完
納
し
て
い

る
人
。
渦
人
間
ド
ッ
ク
受
検
者
は
、

当
該
年
度
に
特
定
健
康
診
査
を
受
診

し
て
い
な
い
人
。

胸
助
成
限
度
額
【
人
間
ド
ッ
ク
】
3

0
街
0
0
0
円
、【
脳
ド
ッ
ク
】
2

0
街
0
0
0
円
。

（
手
続
き
）

臼
検
査
医
療
機
関
を
予
約
す
る
（
指

定
医
療
機
関
な
し
）、
渦
申
請
書
を

記
入
し
、
検
査
日
よ
り
一
週
間
前
ま

で
に
、
本
庁
・
支
所
へ
提
出
す
る
（
申

請
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は

市
国
保
年
金
課
、
印
旛
支
所
・
本
埜

支
所
に
て
配
布
）。

※
検
査
後
の
申
請
で
は
、
助
成
を
受

け
ら
れ
な
い
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■問 
国
保
年
金
課
資
格
給
付
班
（
緯
内

線
2
8
5
～
2
8
7
）。

加
入
し
て
い
る
年
金
制
度
が

　
　
　
　
変
わ
っ
た
ら
届
出
を

　
加
入
し
て
い
る
年
金
制
度
が
変

わ
っ
た
場
合
は
、
忘
れ
ず
に
変
更
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者

に
加
入
す
る
と
き
は
】

煙
会
社
を
退
職
し
た
と
き
（
被
扶
養

配
偶
者
も
同
様
）・
配
偶
者
の
扶
養

か
ら
外
れ
た
と
き
（
収
入
増
や
離

婚
）
な
ど
は
市
役
所
へ
届
け
出
。

【
国
民
年
金
第
3
号
被
保
険
者

被
保
険
者
の
窓
口
負
担
は
、
一
定
の

所
得
が
あ
る
人
を
除
き
、
法
律
上
2

割
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
特
例
措
置

に
よ
り
こ
れ
ま
で
1
割
負
担
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　
平
成
　
年
度
か
ら
、
よ
り
公
平
な

26

仕
組
み
と
す
る
た
め
、
こ
の
特
例
措

置
が
見
直
さ
れ
、
平
成
　
年
4
月
2

26

日
以
降
に
　
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る

70

人
の
窓
口
負
担
が
、
誕
生
月
の
翌
月

（
た
だ
し
、
1
日
生
ま
れ
の
人
は
誕

生
月
）
か
ら
2
割
と
な
り
ま
す
。

■問 
国
保
年
金
課
資
格
給
付
班
（
緯
内

線
2
8
5
～
2
8
7
）。

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
検
査

費
用
を
助
成

　
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の
人

間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
検
査
費
用
を

助
成
し
て
い
ま
す
。

■対 
市
内
に
住
所
を
有
す
る
後
期
高
齢

者
医
療
の
被
保
険
者
。
た
だ
し
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
は
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
。

臼
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
滞
納

し
て
い
る
人
、
渦
市
で
実
施
す
る
健

康
診
査
を
受
診
し
た
人
（
脳
ド
ッ
ク

の
み
の
検
査
は
対
象
と
な
り
ま
す
）。

胸
助
成
額
【
人
間
ド
ッ
ク
】
検
査
費

用
の
2
分
の
1
（
3
0
街
0
0
0
円

限
度
）、【
脳
ド
ッ
ク
】
検
査
費
用
の

2
分
の
1
（
2
0
街
0
0
0
円
限

度
）。

■申 
検
査
医
療
機
関
に
予
約
し
た
ら
、

検
査
を
受
け
る
一
週
間
前
ま
で
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
（
申
請
書
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
国
保
年
金
課
、

印
旛
支
所
・
本
埜
支
所
に
て
配
布
）。

※
受
検
後
の
申
請
で
は
、
検
査
費
用

の
助
成
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
申
請
の
方
法
は
、
被
保
険
者
証
・

印
鑑
を
持
参
し
、
国
保
年
金
課
高
齢

者
医
療
年
金
班
ま
た
は
印
旛
支
所
・

本
埜
支
所
の
市
民
福
祉
課
の
窓
口
で

申
請
（
郵
送
可
）。

な
り
ま
す
。
保
険
証
が
変
わ
っ
た
と

き
は
、
現
在
か
か
っ
て
い
る
医
療
機

関
に
そ
の
旨
を
伝
え
、
新
し
い
保
険

証
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

【
市
外
へ
転
出
し
た
場
合
・
市
内

へ
転
入
し
た
場
合
】

　
国
保
加
入
者
が
市
外
へ
転
出
し

た
場
合
は
、
新
住
所
地
の
国
保
資
格

に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
修
学
の
た
め
に
市
外
へ

転
出
し
た
場
合
は
、
特
例
と
し
て
国

保
資
格
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
（
修
学
終
了
時
に
は
特
例
を
喪
失

す
る
届
け
出
が
必
用
で
す
）。

　
ま
た
、
前
住
所
地
で
国
保
に
加
入

し
て
い
た
人
が
当
市
へ
転
入
し
た
場

合
、
新
た
に
国
保
資
格
を
取
得
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
手
続
き
に
つ
い
て
は
左
表
を
参
照
。

■問 
国
保
年
金
課
資
格
給
付
班
（
緯
内

線
2
8
5
～
2
8
7
）。

新
た
に
　
歳
を
迎
え
る
国
保
加
入
者

70

の
負
担
割
合
が
２
割
に
な
り
ま
す

　
　
歳
か
ら
　
歳
の
国
民
健
康
保
険

70

74

便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な

ど
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
納
付
方
法
と
し
て
、
年
度
内
の
保

険
料
を
ま
と
め
て
納
め
る
こ
と
の
で

き
る
前
納
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
前
納
は
納
め
忘
れ
が
な
く
、
手
間

や
時
間
も
省
け
ま
す
。
し
か
も
割
引

（
年
間
3
街
2
0
0
円
）
も
あ
り
、
大

変
お
得
で
す
。

　
ま
た
、
口
座
振
替
や
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
で
も
納
め
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
口
座
振
替
の
お
申
し
込
み
は
銀

行
な
ど
の
金
融
機
関
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
で
の
納
付
の
お
申
し
込
み
は

市
役
所
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年

金
班
ま
た
は
印
旛
支
所
・
本
埜
支
所

で
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

■問 
船
橋
年
金
事
務
所
、
国
保
年
金
課

高
齢
者
医
療
年
金
班
。

司
法
書
士
無
料
相
談

　
相
続
・
贈
与
な
ど
の
不
動
産
登
記
、

多
重
債
務
問
題
、
成
年
後
見
・
少
額

訴
訟
、
会
社
設
立
・
役
員
変
更
な
ど

に
関
す
る
無
料
相
談
会
で
す
。

■時 
4
月
9
日
我
・
午
後
6
時
～
8
時
。

■場 
中
央
駅
前
地
域
交
流
館
2
号
館

（
中
央
南
）。

■申 
予
約
不
要
。

■問 
千
葉
司
法
書
士
会
佐
倉
支
部
支
部

長
・
廣
瀬
（
緯
0
4
3
―
4
6
1
―

7
5
4
2
）。

千
葉
県
弁
護
士
会

　
遺
言
・
相
続
の
無
料
説
明
会

■時 
4
月
　
日
峨
・
午
後
1
時
～
4
時
。

15

■場 
千
葉
県
弁
護
士
会
館
3
階
講
堂

（
千
葉
市
中
央
区
中
央
4
―
　
―
9
）。

13

■定 
　
人
。

40
■内 
面
談
で
の
相
談（
一
人
　
分
程
度
）。

40

■申 
電
話
で
左
記
へ
（
先
着
順
）。

■問 
千
葉
県
弁
護
士
会
（
緯
0
4
3
―

2
2
7
―
8
9
5
4
）。

と
な
る
と
き
は
】

煙
配
偶
者
の
扶
養
に
な
っ
た
と
き

（
結
婚
や
退
職
な
ど
）・
配
偶
者
が
会

社
を
変
わ
っ
た
と
き
な
ど
配
偶
者
の

勤
務
先
へ
届
け
出
。

※
第
3
号
被
保
険
者
が
第
1
号
被
保

険
者
に
変
更
さ
れ
た
と
き
は
、
必
ず

届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

■問 
船
橋
年
金
事
務
所
（
緯
0
4
7
―

4
2
4
―
8
8
1
1
）、
国
保
年
金

課
高
齢
者
医
療
年
金
班
（
緯
内
線
2

8
9
・
2
9
9
）。

学
生
納
付
特
例
制
度
の
手
続
き

　
同
制
度
は
、
学
生
の
在
学
期
間
中

の
国
民
年
金
保
険
料
を
後
払
い
で
き

る
制
度
で
す
。

　
承
認
期
間
に
支
払
い
が
な
く
て
も
、

未
納
と
は
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
在
学

中
に
病
気
や
け
が
で
障
害
が
残
っ
た

と
き
で
も
、
障
害
年
金
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

　
承
認
期
間
は
、
平
成
　
年
4
月
～

26

平
成
　
年
年
3
月
ま
で
で
す
（
申
請

27

は
、
毎
年
度
必
要
な
の
で
、
昨
年
度

に
申
請
し
た
人
も
、
再
び
申
請
が
必

要
で
す
）。

　
な
お
、
日
本
年
金
機
構
よ
り
継
続

申
請
の
は
が
き
が
届
い
た
人
に
つ
い

て
は
、
は
が
き
で
申
請
く
だ
さ
い
。

　
申
請
が
遅
れ
る
と
、
障
害
年
金
や

遺
族
年
金
に
該
当
し
な
い
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
学
生
特
例
承
認
期
間
分
の
追
納
は
、

　
年
以
内
で
あ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
っ
て

10追
納
で
き
ま
す
。
な
お
、
3
年
目
以

降
は
、
当
時
の
保
険
料
に
一
定
の
加

算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
追
納
し
な
い
場
合
に
は
、

将
来
に
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
の

受
給
資
格
期
間
に
は
算
入
さ
れ
ま
す

が
、
そ
の
分
減
額
さ
れ
て
し
ま
い
ま

す
。
追
納
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と

き
は
、
年
金
事
務
所
へ
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

■対 
大
学
（
院
）・
短
大
・
高
等
専
門

国
民
健
康
保
険
こ
ん
な
と
き
は

届
け
出
を

【
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た

場
合
・
加
入
し
た
場
合
】

　
会
社
を
辞
め
た
な
ど
の
理
由
で
健

康
保
険
の
資
格
を
喪
失
し
た
場
合
、

本
人
と
被
扶
養
者
は
国
民
健
康
保
険

（
以
下
、
国
保
）
に
加
入
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
退
職
日
の
翌
日
か
ら
加

入
資
格
が
発
生
す
る
の
で
、　
日
以

14

内
に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
国
保
の
加
入
手
続
き
が
遅
れ
て
も
、

加
入
日
は
資
格
取
得
日
ま
で
さ
か
の

ぼ
り
、
こ
の
期
間
の
保
険
税
も
納
付

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
会
社
の
健
康
保
険
に
新
た

に
加
入
し
た
場
合
は
、
国
保
の
資
格

喪
失
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。
資
格

が
な
く
な
っ
た
後
、
国
民
健
康
保
険

証
を
使
っ
て
診
療
を
受
け
た
場
合
、

国
保
の
医
療
費
は
返
還
す
る
こ
と
に

（７）平成２６年（２０１４）４月１日号

学
校
・
専
修
学
校
に
在
学
の
人
、
各

種
学
校
の
1
年
以
上
の
課
程
に
在
籍

し
て
い
る
人
（
海
外
の
学
校
の
学
生

は
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。）
で
本

人
の
前
年
所
得
が
1
1
8
万
円
以
下

の
人
。

■申 
新
年
度
有
効
な
学
生
証
（
コ
ピ
ー

可
）
ま
た
は
在
学
証
明
書
・
年
金
手

帳
・
認
め
印
を
持
参
し
、
国
保
年
金

課
高
齢
者
医
療
年
金
班
ま
た
は
印
旛

支
所
・
本
埜
支
所
へ
申
請
。

　
郵
送
の
場
合
は
、
申
請
書
に
漏
れ

な
く
記
入
の
う
え
、
学
生
証
の
コ

ピ
ー
ま
た
は
在
学
証
明
書
を
添
付
し

て
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

へ
郵
送
。

■問 
船
橋
年
金
事
務
所
、
国
保
年
金
課

高
齢
者
医
療
年
金
班
。

学
生
納
付
特
例
申
請
が
で
き
る

対
象
期
間
が
拡
大

　
こ
れ
ま
で
は
、
過
去
分
の
国
民
年

金
保
険
料
の
学
生
納
付
特
例
が
受
け

ら
れ
る
期
間
は
、
申
請
の
直
前
の
4

月
ま
で
の
1
年
以
内
で
し
た
が
、
4

月
か
ら
は
、
申
請
時
点
の
2
年
1
カ

月
前
ま
で
の
申
請
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　
過
去
分
に
つ
い
て
の
学
生
納
付
特

例
申
請
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
お
早

め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

▼
国
民
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金

番
号
の
分
か
る
も
の
▼
学
生
証
（
ま

た
は
過
去
の
年
度
分
の
在
学
期
間
が

わ
か
る
在
学
証
明
書
）
▼
印
鑑
。

■問 
船
橋
年
金
事
務
所
、
国
保
年
金
課

高
齢
者
医
療
年
金
班
。

国
民
年
金
保
険
料
の
前
納
制
度

　
平
成
　
年
4
月
か
ら
平
成
　
年
3

26

27

月
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、
月

額
1
5
街
2
5
0
円
に
変
更
さ
れ
ま

し
た
。

　
保
険
料
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら

送
付
さ
れ
る
納
付
書
で
、
銀
行
や
郵

胸国民健康保険の手続き胸
手続きに必要な物こんなときは手続きを区分

転入届・印鑑印西市に転入した国
保
に
加
入
す
る
と
き

職場の健康保険をやめた証明
書・印鑑

職場の健康保険をやめた（退職
した、扶養家族から外れた）

保健証・母子健康手帳・印鑑子どもが生まれた

保護廃止決定通知書・印鑑生活保護を受けなくなった
在留カード外国籍の人が加入する
保険証・印鑑印西市から転出する

国
保
を
や
め
る
と
き

国保と職場の両方の保険証・印
鑑

職場の健康保険に入った（就職
や扶養家族になった）

保険証・死亡を証明する物・印
鑑・葬祭を行った証明書類・葬祭
を行った人の預金口座（葬祭費
支給のため）

死亡した

保護開始決定通知書・保険証・
印鑑生活保護を受けるようになった

保険証（加入者全員）・印鑑市内で住所が変わった、世帯主
が変わった

そ
の
ほ
か

在学証明書・保険証・印鑑子どもが就学のため、ほかの市
町村に行く

印鑑・本人確認できるもの保険証を紛失した、または破損
して使えなくなった

保険証・年金証書・印鑑退職者医療制度の対象になった

※保険証を交付する際、上記のほかに本人を確認できる書類（運転免許証…住民基本
台帳カードなど）をお持ちください。

国
保
・
年
金

相
談


